
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
四
号

平
成
十
六
年
八
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
公
立
保
育
所
運
営
費
一
般
財
源
化
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
日
受
領

答

弁

第

四

号



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
公
立
保
育
所
運
営
費
一
般
財
源
化
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

所
得
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
運
営
費
国
庫
負
担
金
の
う
ち
の
公
立
保
育
所
に
係
る
分
（
以
下
「
公
立
保
育
所
負
担

金
」
と
い
う
。
）
を
含
む
複
数
の
国
庫
補
助
負
担
金
の
い
わ
ゆ
る
一
般
財
源
化
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
使
途
の
限
定
さ
れ
な
い
一
般
財
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該
所
得
譲
与
税
額
と
公
立

保
育
所
負
担
金
の
額
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
所
得
譲
与
税
額
は
各
地
方
公
共
団
体
の

人
口
に
あ
ん
分
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
立
保
育
所
負
担
金
の
額
は
公
立
保
育
所
へ
の
入
所
児
童
数
等
に
応
じ
て

算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
口
が
同
一
の
市
町
村
を
比
較
し
た
場
合
に
は
、
所
得
譲
与
税
額
は
同
額
で
あ
る
が
、
公

立
保
育
所
負
担
金
の
額
は
公
立
保
育
所
入
所
者
数
等
に
応
じ
て
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
所
得
譲
与
税
額
と
公
立
保
育

所
負
担
金
の
関
係
に
つ
い
て
は
人
口
規
模
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
が
人
口
規
模
別
に
把
握

し
て
い
る
公
立
保
育
所
負
担
金
の
額
及
び
当
該
市
町
村
の
所
得
譲
与
税
額
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
状
況
を
踏
ま
え
、
地
方
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
は
、
所
得
譲
与
税
を
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
財
政
収
入
額
に
算
入
す
る
と
と
も
に
、
公
立
保
育
所
負
担
金
の
い
わ

一



ゆ
る
一
般
財
源
化
に
係
る
経
費
相
当
額
に
つ
い
て
、
公
立
保
育
所
の
入
所
児
童
数
を
指
標
と
し
た
同
法
第
十
三
条
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
密
度
補
正
を
適
用
し
地
域
の
実
情
を
反
映
さ
せ
た
上
で
、
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
財
政
需

要
額
に
算
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

公
立
保
育
所
負
担
金
の
い
わ
ゆ
る
一
般
財
源
化
を
行
っ
た
あ
と
の
各
地
方
公
共
団
体
の
公
立
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
具
体
的
な
内
容
、
方
法
等
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
公
立
保
育
所
負
担
金
の
い
わ
ゆ
る
一
般
財
源
化
と
関
連
し
て
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
対
し
保
育
料
に
関
す
る
指
導

を
行
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
予
定
も
な
い
。
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
交
付
税
に
お
い
て
適
切
な
財
源
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
基
づ
く
自
治
事
務
で
あ
る

保
育
料
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
保
育
の
実
施
義
務
を
有
す
る
市
町
村
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
判
断
さ
れ

る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二



三


